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現代中国女性史年表追補６(2009.8～2010.7) 
遠山日出也 

凡例は拙稿｢現代中国女性史年表(1949-2004)｣(本誌 14号)と同じ。*はサイトあり(初出のみ記す)。 

2009 8李蕊蕊事件:上訪した李が北京の闇監獄の｢看守｣に強姦される。11～の裁判では 1･2審とも被告人に懲役8年、李

に対する賠償 2300元命ず。9北京愛知行研究所･中国民間女権工作組｢中国セックスワーク･セックスワーカ

ー健康･法律人権報告(2008-2009)」。全国婦連権利保護工作会議。女性メディアウォッチネットワーク、

電子週報『女声』*創刊。10 国防部｢女兵募集工作試行弁法｣:形象気質や技芸も採用基準にした点に批判

の声。｢北京+15｣アジア太平洋地区 NGOフォーラム(於ケソン)で全国婦連･中国女性研究会｢“北京+15”

中国女性 NGOレポート｣発表。王瑩、結婚登記をする以前に出産したため計画出産条例違反で公務員に採

用拒否されたことを違法とし提訴。11山西省武郷県の八路軍太行記念館で日本軍性暴力パネル展開幕:5

月開幕予定が延期。全国婦連家庭サービス発展･女性就業促進工作会議。武漢市の長春観の住持･呉誠真、

道教史上初の女性｢方丈｣に。広州市蘿崗区法院、広州森六塑件有限公司のセクハラ事件で原告女性勝

訴判決：婦女権益保障法引用し、上司に慰謝料 3000元支払い命ず。会社への請求は棄却。中共中央、孫春蘭

を中共福建省委書記に:史上 3 人目の女性の省委書記(省の党トップとしては 2 人目)。(台)大法官会議、売

春を罰して買春を罰しない社会秩序維持法の規定を憲法の平等原則違反とす(釈字第 666 号)。12 全国

婦連｢家庭ボランティア服務工作を掘り下げて推進することに関する意見｣。全人代常務委員会、国際組

織犯罪防止条約人身取引議定書に加入決定、村民委員会組織法の改正草案公表:同草案に対し、女性の参

政保障強化を求める声。広州市婦女権益保障規定(2010.4公布6施行):夫婦が互いの財産を知る権利も規定。

(港)家庭暴力条例を家庭及同居関係暴力条例と改称し、同性の同居カップルも適用範囲に(2010.1施行)・

この年、中央党校女性研究センタージェンダー平等政策唱道課題組、周山村等で村規民約変革の試点開始 

2010 1中共中央、宋秀岩を青海省長(史上2人目の女性省長)から全国婦連党グループ書記に。全国婦連、宋を副

主席･書記処第一書記に選出、｢婦女連合会農村基層組織工作条例｣など内部の条例･規定も制定:2004 年

の試行を修正。全国婦連など｢女性高層次人材成長状況研究と政策推進プロジェクト｣始動:重点は管理･科

学領域。中国婦女児童博物館＊開館。郭建梅と艾暁明が｢女性の自由のためのシモーヌ･ド･ボーヴォワー

ル賞｣受賞。(日)熊本天草･中国人縫製技能実習生裁判で熊本地裁、中国人女性 4 人に勝訴判決:1 次受

入れ機関の賠償責任を初認定。2 全国婦連など｢全国家庭教育指導大綱｣。3 胡錦濤、国際女性デー百周

年大会で講話:｢婦連組織を党が女性工作を展開する堅固な陣地、広範な女性に信頼され愛される暖かな家に建設せよ｣。全人

代と全国政協に対し、家庭内暴力反対ネットワークがDV防止法の専門家建議稿提出(2003年のものを改訂

し再提出)、張暁梅(政協委員)は｢家事労働の有償化｣提案。全人代常務委員会婦女権益保障法執法検査組、

執法検査開始:6 月に検査報告。北京大学、同大学法学院女性法律研究･サービスセンターを所属から外

す:教育部の指示で。広州市で第2回障害女性地域(東アジアと東南アジア)会議＊:第1回は 2008.1に香港で。

(日)最高裁、海南島訴訟で元｢慰安婦｣らの上告棄却。4中山大学ジェンダー研究フォーラムの学生ら、広

州市の地下鉄 4駅の美容整形広告の前で｢愛美不受傷｣のフラッシュモブ。青海地震。第1回中国女医師

大会。5上海万博開幕(～10)。湖南省瀏陽市人代常委会｢女性に対する暴力の予防と制止に関する決議｣:DV

に限定しない初決議。山木教育集団総裁･宋山木、強姦容疑で逮捕:社員を洗脳･支配、多く女性に性侵害。

全国婦連｢中国調和家庭建設と社会発展フォーラム」。仏山市のホンダ自動車部品製造有限公司でスト

(～6)。(台)成人の子どもが母(父)姓に変更する際、父母の同意は不要とする民法改正公布。6 第 1 回

全国ジェンダー心理学学術シンポ。『朋友通信』停刊。7北京市朝陽区法院、董珊珊事件(2009.10)で懲役6

年6ヵ月の判決:DVでの傷害致死に虐待罪(最高刑7年)適用に疑問の声。公安部、売買春者の市中引回し禁止。

中共中央･国務院｢国家中長期教育改革と発展計画要綱(2010-2020)｣。中国民間女権工作室、初のセック

スワーク合法化の街頭宣伝するが(7.29)、第2回性工作者節(8.3)は葉海燕が警察に拘束され開催できず 


